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令
和
８
年
５
月
か
ら
、
引
越
し

な
ど
に
よ
る
電
気
の
使
用
開
始
時

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
契
約
を
希
望

す
る
電
力
会
社
に
対
し
て
使
用
開

始
の
手
続
き
を
行
う
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

ほ
く
で
ん
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、

使
用
開
始
手
続
き
を
行
っ
た
電
力

会
社
か
ら
の
依
頼
を
受
け
て
、
使

用
開
始
日
ま
で
に
遠
隔
で
通
電
を

行
い
ま
す
。
電
気
を
使
用
す
る
こ

と
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
、
手
続
き

を
早
め
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
電
力
会
社
（
小
売
電
気

事
業
者
）
と
は
、
一
般
の
ご
家
庭

や
企
業
に
電
気
を
販
売
す
る
事
業

者
の
こ
と
で
す
。
事
業
者
一
覧
は

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
の
Ｈ
Ｐ
な
ど

で
確
認
で
き
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
ほ
く
で
ん
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
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町
で
は
、
次
代
を
担
う
子
ど
も

た
ち
や
農
漁
業
お
よ
び
商
工
業
の

後
継
者
の
育
成
を
目
的
と
し
て
、

奨
学
金
貸
付
制
度
を
設
け
て
い
ま

す
。

　

こ
れ
か
ら
入
学
シ
ー
ズ
ン
を
迎

え
ま
す
が
、
奨
学
金
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
下
記
制
度
の
内
容
を
確

認
の
う
え
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
現
在
、
下
記
制
度
を
利

用
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
教
育
委

員
会
か
ら
別
途
、
継
続
手
続
き
の

ご
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
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区分 項目 目　　的 対象者・手続き・受付期間 種類および金額

高

等

学

校

・
大

学

関

係

奨
学
金
貸
付
制
度

　有用な人材育
成を目的とし、
向学心に燃え能
力が十分ありな
がら、経済的理
由により就学困
難な高校生・大
学生等に奨学金
を貸し付けする

【対象者】
　本人または保護者が八雲町に住民
登録をしている者で、高校・高等専
門学校・大学（短大含む）および専
修学校に在学または進学を希望する
者であって成績優秀な者

【手続き・受付期間】
　３月31日までに教育委員会に願書
を提出してください。願書は、教育
委員会、町内の中学校および高等学
校にあります

【奨学金】
高校生� 10 ,000円（月額）
高専生� 15 ,000円（月額）
大学生・短大生� 20 ,000円（月額）
専修学校生　
　高等課程� 10 ,000円（月額）
専門・一般課程� 20 ,000円（月額）

※卒業後１年据置10年割賦償還

農
漁
業
お
よ
び
商
工
業
後
継
者

養
成
奨
学
費
補
助
制
度

　八雲町におけ
る農漁業および
商工業の振興を
目的として、後
継者の育成、確
保を図るため、
奨学費を補助す
る

【対象者】
　将来、八雲町内で農・漁業の自営
を後継しようとする者で、高校の農
業・水産課程または大学・短大の
農・漁業に関する学部・学科に在学
または進学予定の者
　また、商工業の後継者で大学・短
大に在学または進学予定の者

【手続き・受付期間】
　同　上

【奨学金】
高校生・高専生� 10 ,000円（月額）
大学生・短大生� 20 ,000円（月額）

※�卒業後に補助を受けた２倍の期間
を八雲町内で自営の農漁業及び商
工業に従事した場合、奨学費の返
還が免除されます

※�上記の期間を満たさなかった等、
返還を必要とする事由が生じる場
合があります

町の
奨学金貸付制度を
ご活用ください
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